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来
年
度
小
学
校
に
入
学
す
る
平
成
28
年

４
月
２
日
〜
平
成
29
年
４
月
１
日
生
ま
れ

の
子
を
対
象
に
就
学
時
健
康
診
断
を
実
施

し
ま
す
。
こ
の
健
康
診
断
は
、
学
校
保
健

安
全
法
に
基
づ
き
実
施
す
る
も
の
で
、
身

体
の
発
育
や
健
康
状
態
な
ど
を
診
断
し
ま

す
。

　

対
象
者
に
は「
就
学
時
健
康
診
断
の
お
知

ら
せ
」を
９
月
上
旬
に
発
送
し
ま
す
。
お
知

ら
せ
に
記
載
し
て
あ
る
学
校
で
受
診
し
て

く
だ
さ
い
。

受
け
付
け
時
間
▼
い
ず
れ
も
午
後
１
時
30

分
〜
50
分（
時
間
厳
守
）

持
ち
物
▼
就
学
時
健
康
診
断
票（
お
知
ら
せ

に
同
封
）、子
ど
も
と
保
護
者
の
マ
ス
ク
、

上
履
き
、
履
物
を
入
れ
る
袋
。

※
発
熱
な
ど
の
症
状
が
見
ら
れ
る
場
合
は

受
診
を
控
え
て
く
だ
さ
い
。

※
保
護
者
の
来
校
は
1
人
の
み
と
し
ま
す
。

　

屋
外
広
告
物
は
、
人
々
に
さ
ま
ざ
ま
な

情
報
を
提
供
し
、
ま
ち
を
活
気
づ
け
ま
す

が
、
景
観
を
構
成
す
る
大
き
な
要
素
で
あ

る
た
め
、
無
秩
序
に
表
示
さ
れ
れ
ば
、
ま

ち
の
景
観
を
損
な
い
か
ね
ま
せ
ん
。

　

市
は
、
ま
ち
の
良
好
な
景
観
を
守
る
た

め「
大
和
市
屋
外
広
告
物
条
例
」を
定
め
て

い
ま
す
。
一
定
の
面
積
を
超
え
た
屋
外
広

告
物
を
表
示
す
る
場
合
は
、
市
の
許
可
が

必
要
で
す
。
広
告
主
の
皆
さ
ん
は
ル
ー
ル

を
守
り
、
良
好
な
景
観
作
り
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。
詳
し
い
基
準
な
ど
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

屋
外
広
告
物
適
正
化
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　

市
は
9
月
10
日
の「
屋
外
広
告
の
日
」に

ち
な
み
、
9
月
9
日（
金
）に
市
内
各
地
で

屋
外
広
告
物
適
正
化
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実

施
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
違
反
屋
外
広
告
物

除
却
協
力
員
や
関
係
機
関
な
ど
の
協
力
を

得
て
、
屋
外
広
告
物
に
か
か
わ
る
諸
制
度

の
普
及
と
良
好
な
景
観
形
成
の
促
進
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。
市
は
今
後
も
、
違
反

広
告
物
を
掲
示
さ
せ
な
い
環
境
作
り
、
ま

ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

違
反
屋
外
広
告
物
除
却
協
力
員
を
募
集

　

市
は
、
登
録
し
た
市
民
の
皆
さ
ん
が
、

貼
り
紙
や
立
て
看
板
な
ど
路
上
の
簡
易
な

※
受
診
す
る
子
は
ボ
タ
ン
が
少
な
く
、
脱

ぎ
や
す
い
服
装
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
外が

い
こ
く
せ
き

国
籍
の
お
子こ

さ
ん
の
保ほ

ご

し

ゃ

護
者
の
方か

た

へ

就し
ゅ
う
が
く学

対た
い
し
ょ
う象

年ね
ん
れ
い齢

の
外が

い
こ
く
せ
き

国
籍
の
子こ

の
保ほ

ご護

者し
ゃ

に
は「
大や

ま

と

し

り

つ

和
市
立
小し

ょ
う
が
っ
こ
う

学
校
へ
の
入に

ゅ
う
が
く学

に
つ

い
て
」を
発は

っ
そ
う送

し
ま
す
。
入に

ゅ
う

学が
く

を
希き

ぼ

う望
す
る

場ば

あ

い合
は
、
入に

ゅ
う
が
く学

手て

つ

づ続
き
が
必ひ

つ
よ
う要

で
す
。
10

月が
つ

3
日に

ち（
月げ

つ

）か
ら
10
月が

つ

31
日に

ち（
月げ

つ

）ま
で
に
、

お
子こ

さ
ん
と
一い

っ
し
ょ緒

に
在ざ

い
り
ゅ
う留

カ
ー
ド
を
市し

教き
ょ
う
い
く育

委い

員い
ん
か
い会

学が
っ
こ
う校

教き
ょ
う
い
く
か

育
課
へ
お
持も

ち
く
だ

さ
い
。

※「
大や

ま

と

し

り

つ

和
市
立
小し

ょ
う
が
っ
こ
う

学
校
へ
の
入に

ゅ
う
が
く学

に
つ
い

て
」が
届と

ど

か
な
い
場ば

あ

い合
に
は
、
学が

っ
こ
う校

教き
ょ
う
い
く
か

育
課
☎（
２
６
０
）５
２
０
８
へ
お
問と

い
合あ

わ
せ
く
だ
さ
い
。

違
反
屋
外
広
告
物
を
除
却
す
る
違
反
屋
外

広
告
物
除
却
協
力
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

活
動
内
容
▼
２
人
以
上
の
グ
ル
ー
プ
で
、

電
柱
、
街
灯
、
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
な
ど
に

違
法
に
表
示
さ
れ
た
広
告
を
除
却（
事
前

と
事
後
に
簡
単
な
報
告
あ
り
）

登
録
期
間
▼
10
月
下
旬
ご
ろ
に
開
催
予
定

の
講
習
受
講
日
〜
令
和
６
年
３
月
31
日

対　

象
▼
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
成

人
で
継
続
的
か
つ
積
極
的
に
除
却
活
動

が
で
き
る
人

申
し
込
み
▼
10
月
14
日（
金
）（
必
着
）ま
で

に
、
登
録
申
請
書
を
フ
ァ
ク
ス
ま
た
は

郵
送
で
〒
２
４
２-

８
６
０
１
市
役
所

街
づ
く
り
推
進
課
へ
。
直
接
ま
た
は
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
可
。

※
申
請
書
は
、
同
課
、
各
学
習
セ
ン
タ
ー
、

各
分
室
・
連
絡
所
で
配
布
す
る
ほ
か
、

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
も
で
き
ま
す
。

※
報
酬
は
あ
り
ま
せ
ん
。

就し

ゅ

う

が

く

じ

学
時
健け

ん

こ

う

し

ん

だ

ん

康
診
断
を
実じ

っ

し施
問
市
教
育
委
員
会
保
健
給
食
課
保
健

給
食
係
☎（
２
６
０
）５
２
０
６

（
２

６
３
）９
８
３
２

問
市
役
所
街
づ
く
り
推
進
課
街
づ
く
り

推
進
係
☎（
２
６
０
）５
４
８
３

（
２

６
４
）６
１
０
５

と　き ところ
（小学校名）

9月 29日(木) 大野原

10月

5日(水) 林間、上和田

20日（木） 柳橋、文ヶ岡

26日（水） 桜丘、西鶴間

27日（木） 大和

11月

9日(水) 深見、下福田、
引地台

10日（木） 北大和、南林間

17日（木） 草柳

24日（木） 大和東

30日（水） 渋谷、緑野

12月
1日(木) 中央林間

7日（水） 福田

良
好
な
景
観
作
り
を
目
指
し
て

9
月
10
日
は「
屋
外
広
告
の
日
」

長寿を祝い、
敬老祝品を贈呈します
　市内在住者の長寿を祝い、健勝を願って敬
老祝品を贈ります。敬老祝品は、9月中旬から
順次お届けする予定です。
対　象▶9月15日現在、1年以上市に住民登録
があり、下表の年齢に該当する人。

問 保健福祉センター人生100年推進課
長寿福祉係☎（260）5611 （262）0999

年 齢 生年月日

88歳 昭和8（1933）年9月16日～
同9（1934）年9月15日

90歳 昭和6（1931）年9月16日～
同7（1932）年9月15日

95歳 大正15（1926）年9月16日～
昭和2（1927）年9月15日

99歳 大正11（1922）年9月16日～
同12（1923）年9月15日

100歳
以上 大正11（1922）年9月15日以前

共
通
事
項

提
出
方
法
▼
９
月
30
日（
金
）（
必
着
）ま
で

に
、
任
意
の
書
式
に
意
見
、
住
所
、
氏

名
を
記
載
し
、
直
接
ま
た
は
郵
送
で
各

提
出
先
へ
。フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
可
。

※
各
案
は
、
各
提
出
先
、
市
役
所
情
報
公

開
コ
ー
ナ
ー
、
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、

ポ
ラ
リ
ス
、
各
分
室
・
連
絡
所
、
各
学

習
セ
ン
タ
ー
、
各
コ
ミ
セ
ン
の
ほ
か
、

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
閲
覧
で
き
ま

す
。

※
電
話
や
口
頭
に
よ
る
意
見
は
受
け
付
け

ま
せ
ん
。

※
寄
せ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
と
、
そ
れ
に

対
す
る
市
・
市
議
会
の
考
え
方
は
、
市

各
条
例
・
指
針（
案
）に
ご
意
見
を

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
公
表
す
る
予

定
で
す（
個
々
の
意
見
に
は
直
接
回
答
し

ま
せ
ん
）。

名　称 概　要 提出先・問い合わせ

大和市個人情報保護
法の施行等に関する
条例（案）

「個人情報の保護に関する法律」が
改正され、これまでは国と民間、
地方公共団体などで分かれていた
個人情報保護制度が一元化される
ことに伴い、改正法の施行などに
必要な事項を定めるもの

〒242-8601
市役所総務課情報公開係

☎（260）5334
（264）6074

大和市議会の個人情報
の保護に関する条例
（案）

来年4月1日から「個人情報の保護
に関する法律」が地方公共団体に
対して直接適用される一方、議会
は適用対象外となるため、市議会
独自の個人情報保護条例を制定す
るもの

〒242-8601
大和市議会事務局総務係

☎（260）5502
（262）2421

大和市ハラスメント
防止条例（案）

市役所における職場環境の改善を
目的として制定するもの

同議会事務局議事係
☎（260）5503
（262）2421

大和市デジタル・ガバ
メント推進指針（案）

進歩の著しいデジタル技術を行政
に効率的に取り入れ、今後のデジ
タル社会に対応していくため策定
するもの

〒242-8601
市役所デジタル戦略課
デジタル推進係
☎（260）5363
（261）4592




